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届出に係る留意事項等について 

 

１．変更届等の提出について 

 

（１）変更届出書 

指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項

に変更があったときは、変更日から１０日以内に障害者支援課へ届け出る必要があります。 

※変更内容により算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。 

 

【届出期限】 

変更日から１０日以内 

 ※事業所の所在地変更、建物の増改築、グループホームにおけるホームの追加、出張所の

追加など、軽微な変更ではないものについては、事前に平面図等をお持ちになり、障害

者支援課までご相談ください。 

 

【届出書類】 

①変更届出書（様式第３号（第５条関係）） 

②添付書類 

変更内容により必要な書類が異なりますので、「変更届に必要な書類一覧」を確認し

てください。 

 

【届出が必要となる事項】 

・事業所の名称及び所在地（※１） 

・申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

・定款・寄附行為等及び申請者の登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関す

るものに限る）（定款・寄附行為等は就労継続支援Ａ型事業所のみ） 

・事業所の平面図及び設備の概要（※２） 

・事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所 

・運営規程                            など 

 

（※１）所在地を変更する場合（移転）や（※２）建物の構造等を変更する場合は、届出以

前に事前協議が必要です。また、新規指定と同様に消防局や建築指導課との協議も要する

場合がありますのでご注意ください。 
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（２）障害福祉サービス等変更届出書 

事業開始届により届け出た事項に変更が生じた場合、変更日から１０日以内に、その内容

を届け出る必要があります。 

※（１）の変更届出書に添付して提出してください。 

 

【届出期限】 

変更日から１０日以内 

 

【届出書類】 

①障害福祉サービス事業等変更届（様式第３８号（第４３条関係）） 

②添付書類（変更内容が確認できる書類等） 

 

【届出が必要となる事項】 

・経営者（法人）の氏名（法人名称）及び住所（主たる事務所の所在地） 

・条例、定款その他の基本約款（当該事業に関するものに限る） 

・職員の定数及び職務の内容 

・主な職員の定数及び職務の内容 

・事業を行おうとする区域 

・当該事業の用に供する施設の名称、種類（短期入所のみ）、所在地及び利用定員（療養

介護・生活介護・短期入所・重度障害者包括支援（施設を必要とするもの）・自立訓練・

就労移行支援・就労継続支援・地域活動支援センター事業・福祉ホーム） 

 

（３）変更申請（特定障害福祉サービスに限る） 

生活介護の事業所で定員の増加を行う場合、または施設入所支援で定員の増加及びサー

ビス種類の変更を行う場合は和歌山市に変更申請を行う必要があります。 

【申請期限】 

変更予定月の前月５日必着（５日が閉庁日の場合は直前の開庁日） 

・申請を行う前に事前協議が必要です。（あらかじめ電話予約の上、来庁してください。） 

・事前協議は変更予定日の２か月前から行います。 

 

【申請書類】 

①変更申請書（様式第２号（第３条関係）） 

②添付書類 

「変更申請に必要な書類一覧」を確認してください。 

 

 

書類が不完全でも構いませんので、事前協議の

際は必ず申請書類を持参してください。 
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（４）休・廃止届、再開届 

● 休・廃止届 

事業の休止又は廃止をしようとするときには、休止又は廃止の日の１か月前まで（※）に

障害者支援課へ届け出てください。 

※現にサービスを受けている利用者に対する措置等が必要のため 

 

※休止できる最長の期間は、指定の有効期限までです。 

 

【提出書類】 

①廃止（休止）届出書（様式第５号（第５条関係）） 

②障害福祉サービス事業等休廃止届（様式第３８号（第４３条関係）） 

 

● 再開届 

休止した事業を再開したときには、再開した日から１０日以内に届出をする必要があり

ます。 

※再開にあたっては、指定基準を満たしているか等の確認をしますので、事業再開１か月

前にご相談ください。 

 

【提出書類】 

①再開届出書（様式第４号（第５条関係）） 

②添付書類（勤務形態一覧表など） 

 

 

２．指定の更新について 

 

指定の有効期限は６年です。次のページに令和６年度中に有効期限を迎える事業所を掲

載していますので、必ずご確認ください。 

６年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力はなくなります。 

※更新の対象となっている事業が休止中の場合、休止のまま更新はできませんので 

再開届を提出後、更新申請を行ってください。 

 

【提出期限】指定有効期限が満了する月の前月中 

（例）令和６年９月３０日が有効期限  令和６年８月１日～令和６年８月３１日に提出 

【提出書類】 

①指定（更新）申請書（様式第１号（第２条）関係） 

②添付書類 「指定障害福祉サービス事業者の指定更新に必要な様式一覧」を確認 
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事業所番号 事業所名 サービス名 指定状態 指定有効期限日 

3010121121 クロスオーバー 就労継続(A型) 提供中 2024/4/30 

3010122640 ライフサポートセンター 倖 生活介護 提供中 2024/4/30 

3010122657 わくわく MOTHERデイホーム 生活介護 提供中 2024/4/30 

3010122657 わくわく MOTHERデイホーム 

自立訓練（機能

訓練） 提供中 
2024/4/30 

3010122657 わくわく MOTHERデイホーム 

自立訓練（生活

訓練） 提供中 
2024/4/30 

3010122665 自立生活援助さくら 自立生活援助 提供中 2024/5/31 

3010122673 クロスオーバーMOPO 

就労継続（B

型） 提供中 
2024/5/31 

3010121188 ジョイ・コム 

就労継続（A

型） 提供中 
2024/6/30 

3010121196 ポレポレはうす 

就労継続（B

型） 提供中 
2024/6/30 

3010121204 生活介護事業所あい・らんど 生活介護 提供中 2024/6/30 

3010122707 デイサービス内原健康館 生活介護 休止中 2024/7/31 

3010122723 

自立生活援助事業所 すろーすて

っぷ 自立生活援助 休止中 
2024/8/31 

3010122731 デイサービスエレック 生活介護 提供中 2024/8/31 

3010122756 みらい発達塾ダック 就労移行支援 休止中 2024/8/31 

3010100281 短期入所事業綜成苑 短期入所 提供中 2024/9/30 

3010100299 短期入所事業綜愛苑 短期入所 提供中 2024/9/30 

3010100398 ビンセント療護園短期入所事業所 短期入所 提供中 2024/9/30 

3010100406 

医療型障害児入所施設愛徳整肢園

短期入所事業所 短期入所 提供中 
2024/9/30 

3010100422 

医療型障害児入所施設めぐみの園

短期入所事業所 短期入所 提供中 
2024/9/30 

3010100539 紀三井寺苑 短期入所 提供中 2024/9/30 

3010100588 君里苑 短期入所 提供中 2024/9/30 

3020100032 麦の郷居住福祉事業所 共同生活援助 提供中 2024/9/30 

3020100115 グループホームかつらぎ荘 共同生活援助 提供中 2024/9/30 

3020100131 グループホーム古川園 共同生活援助 提供中 2024/9/30 
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3020100305 グループホームあいショップ 共同生活援助 提供中 2024/9/30 

3020122762 ユイマール 共同生活援助 休止中 2024/9/30 

3010100596 西庄園 短期入所 提供中 2024/10/31 

3010122798 たいよういっぱい夢いっぱい 就労継続(Ｂ型) 提供中 2024/10/31 

3010100331 マウンテンラブ 就労継続(Ｂ型) 提供中 2024/11/30 

3010122830 ともづな作業所 就労継続(Ｂ型) 提供中 2024/11/30 

3010122848 華小町 就労継続(Ｂ型) 提供中 2024/12/31 

3010122863 ほすぴ小倉 生活介護 提供中 2025/1/31 

3020122879 ひより 共同生活援助 提供中 2025/1/31 

3010121394 なのはな 

就労継続（B

型） 提供中 
2025/2/28 

3010121881 自立支援教室ひだまりカフェ 

自立訓練（生活

訓練） 提供中 
2025/2/28 

3010122897 JCファミリー 生活介護 提供中 2025/2/28 

3010100083 いこいの家共同作業所 

就労継続（B

型） 提供中 
2025/3/31 

3010121436 花咲か 

就労継続（A

型） 提供中 
2025/3/31 

3020121475 ホーム land 共同生活援助 提供中 2025/3/31 

3020122960 グループホーム西浜 共同生活援助 提供中 2025/3/31 

3020122986 グループホームあい 共同生活援助 提供中 2025/3/31 

3020122994 グループホームあい・らんど 共同生活援助 提供中 2025/3/31 

 

 

 

３．介護給付費等の加算等に係る届出について 

 

※注意：届出の時期により、加算項目等の算定開始時期が変わりますので、ご注意ください。 

 

（１）「新たに加算等を算定する」又は算定される単位数が「増える」場合 

①届出が月の 15 日以前に行われた場合…翌月から算定開始 

②届出が月の 16 日以降に行われた場合…翌々月から算定開始 

③福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合…原則、前々月の末日まで 

※報酬改定や前年度実績に基づく加算などを年度当初にさかのぼって算定する場合は例

外です。 
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（２）加算等の算定される単位数が「減る」又「算定されなくなる」場合 

変更事由が発生した月内に届け出てください。 

届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る又は算定されなくなった事実が発生した

日から算定を行いません。 

 

【届出書類】 

①介護給費費等の算定に係る体制等に関する届出書（様式第７号（第８条関係）） 

②介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表（別紙１） 

③添付書類（加算により異なるため、「加算届に必要な書類一覧」よりご確認ください。） 

 

 

 

４．人員基準や加算要件等で満たすべき数を算定する際の利用者数について 

 

人員基準や加算・減算等の要件を算定する際には、利用者数を用いて計算することとなり

ますが、この利用者数には、前年度の「平均利用者数」を用います。 

 

前年度 ＝ 人員基準や加算等の要件を算定しようとする年度の前の年度 

平均利用者数 ＝ 全利用者の延利用日数 ÷ 開所日数  ※小数点第 2位以下を切り上げ 

 

（例）令和５年度の全利用者の延利用日数が２７００日、開所日数が２１０日の場合 

 平均利用者数 ＝ ２，７００ ÷ ２１０ ＝ １２．８５７．．． 

 よって、令和５年度における人員基準や加算等の要件算定に 

用いる利用者数は１２．９（人）となります。 

 

 ただし、前年度の平均利用者数を用いることができるのは、前年度（４月から翌年３月ま

で）の実績がそろった事業所だけです。 

新設の事業所や、定員の増減があった事業所は、以下の方法で利用者数を求めます。 

 

【新設の場合】 

①新設から 6月未満の場合…定員の 90％ 

②新設から 6月以上 1年未満の場合…過去半年の平均利用者数 

③新設から 1年以上経過している場合…過去 1年間の平均利用者数 

④前年 4月 1日から 3月 31日がそろっている場合…前年度の平均利用者数 

 

この実績がそろうまでは

人員配置を変更する場

合、「平均利用者算定表」

の提出が必要です。 

小数点第 2 位以下切り上げ 

※四捨五入ではない 
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【定員増加の場合】 

増加前について上記①～④のうち該当するいずれかの方法で算出した平均利用者数と、 

増加分について上記①～④のうち該当するいずれかの方法で算出した平均利用者数を、 

合算して計算します。 

※増加分の平均利用者数は、増加後に契約を締結した利用者を対象として計算。 

 

【定員減少の場合】 

①減少後 3か月未満…減少前の前年度平均利用者数 

②減少後の実績が 3か月以上ある場合…減少後の全利用者の延利用日数÷当該 3月の開             

所日数（小数点第 2位以下を切り上げ） 

 

 

 

なお、加算の中には要件を算定する際に、前年度の「利用定員」を用いるものがありますが、

年度途中に定員の変更があった場合は次のように取扱います。 

 

 

問 年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。 

答 定員を年度途中に変更した場合各月の利用定員を足して得た数を１２で除して得た数

を利用定員とする。 

例えば利用定員が２０人の事業所において、前年度の７月から利用定員を２５人に変更し

た場合、 

（２０人（４月）＋２０人（５月）＋２０人（６月）＋２５人（７月）＋２５人（８月）＋

２５人（９月）＋２５人（１０月）＋２５人（１１月）＋２５人（１２月）＋２５人（１月）

＋２５人（２月）＋２５人（３月））÷１２≒２４人（小数点以下四捨五入）となる。 

 

平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａより抜粋 
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５．一般就労届出書の提出について 

 

 利用者が事業所から一般就労に移行した場合は、就労した日から１０日以内に届出を行

ってください。 

 

【対象事業所】 

 

 

 

 

【提出書類】 

 一般就労届出書 

※ 就労した企業との雇用契約書の写し（雇用形態がわかる書類）を添付すること 

 

 

 

 

 

 

 

６．グループホームにおける夜間支援体制加算について 

 

（１）夜間支援対象者数について 

夜間支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅳ）（Ⅴ）（Ⅵ）は、「夜間支援対象者数」に応じて単位数

が変動しますが、この「夜間支援対象者数」は、現に入居している利用者の数ではなく、前

年度の平均利用者数（＝前年度の全利用者の延利用日数÷開所日数 ※ただし小数点第１

位を四捨五入して整数値とする）を用います。 

  

（２）夜間に配置される職員の勤務時間について 

 夜間支援体制加算（Ⅰ）（Ⅳ）（Ⅴ）を算定する場合、夜間に配置する職員の勤務時間数は、

事業所において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数を上回らないように勤務体

制を定めてください。 

 

 

生活介護、自立訓練（機能・生活）、就労移行支援、 

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、 
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７．障害者雇用推進施策について 

 

 以下の障害者雇用推進施策を実施しておりますので、障害者の就労移行・就労定着に向け

てご活用ください。 

 申請手続等については、市ホームページ（ページ番号 1016281）をご覧ください。 

 

インターンシップ事業補助金 

就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所及び就労移行支援事業所が施設外支

援を行った場合に補助金を交付します。職場実習を通して障害者の職業能力の向上を図り

ます。 

 

  

障害者雇用企業開拓推進員 

企業開拓推進員を障害者支援課内に配置し、企業訪問を行います。訪問企業の障害者雇用

への理解を深め、関係機関との情報共有を行い、就労を希望する障害者とのマッチングへつ

なげます。 

 

 


